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　伊藤岳議員は自然破壊を伴うメガソーラー（大規模

太陽光発電）の実態を調査しています。町内に大小１

５２カ所もの太陽光発電施設の建設計画のある小川町

で、７月２４日、そのうちの一つ、飯田・笠原地区の

予定地を訪れました。

　

同地区の計画は８６ヘクタールの広大な土地に３５・

５万立方メートルもの残土を持ち込み、ソーラーパネ

ルを設置するものです。笠原武・元党町議や地域住民

が案内し、いくつもの沢や谷を埋め立てる計画で、中

には深さ４０メートルの谷まであることや、調整池が

少なく、排水計画にも無理があること、予定地に絶滅

危惧種が生息していることなどを説明しました。

　伊藤議員は「設置面積の広さや希少動物の多さ、危

険な場所への盛り土など、最悪の部類の計画だ。止め

なければならない」と話しました。

　８月６日には、同町下里の建設予定地を調査。現場

は７月２８日の雷雨で、土砂が県道や国道にあふれた

場所です。伊藤議員は「急傾斜地への設置は規制が強

化されたが、強化前に認定された施設も点検が必要だ」

と語りました。

　伊藤議員は同日、急斜面に設置され、土砂が流出し

た越生（おごせ）町のメガソーラーも視察しました。

　　
　

　伊藤岳議員は 7 月２７日、国会内でジェンダー平等

を促進する政府開発援助（ＯＤＡ）のあり方に関し、

国際ＮＧＯ「プラン・インターナショナル・ジャパン」

と懇談し、要望を受けました。

　外務省は２０１６年にジェンダー平等に関わるＯＤ

Ａ政策を定めた「女性の活躍推進のための開発戦略」

を策定し、２０年以降に改定が予定されています。改

定にあたって同団体は▽具体的な指標と期限を定めた

行動計画の策定▽ＯＤＡに占める「ジェンダー平等主

目的案件」の比率を４％へ改善▽ＯＤＡのジェンダー

平等案件に占める教育分野の比率改善▽改定プロセス

への市民社会の参加―などを要望しました。

　同団体の長島千野さんは、日本はジェンダー平等を

主目的とした案件のＯＤＡ支出総額に占める割合が

１％以下とＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の中で最下位

レベルだと強調。「数値目標をもって平均値 (４％) ぐら

いまで案件を増やしてほしい」と要望しました。

　伊藤議員は「日本のＯＤＡをインフラ中心から、保健・

医療中心へ。同時にジェンダー主流化へと変えていき

たい」と語りました。
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ＯＤＡはジェンダー平等の事業増へ

「自然エネルギー開発」の名を借りた
　　　　　　　　　環境破壊にストップを！
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　８月５日伊藤岳参議院議員は、日本共産党埼玉県

委員会と同国会議員団埼玉事務所、同県議団ととも

に国に２０２０年度の予算要望書を提出し、各省庁

と懇談しました。伊藤議員のほか、小選挙区予定候補、

県議、地方議員が参加。塩川鉄也衆議院議員、梅村

さえこ北関東ブロック比例候補も参加し発言しまし

た。

(詳しくは赤旗日刊紙8月6日付をご覧ください )

　以下赤旗報道に載らなかった懇談内容の一部を掲

載します。

　「商売がなりたたない」「国保税が払えない」とい

う相談が多数寄せられています。「国民健康保険のコ

ロナ減免は全額国の補助を」と求めました。

　2020 年は国民運動で、コロナウイルス感染症の

影響によって収入が減少した被保険者の保険料を減

免した場合にその全額の財政支援を行っていました

が、2021 年度は「通常時は減免額が保険料総額に

占める割合が３％以上である場合にのみ財政支援を

行っているが、今回は３％未満でも段階的に 6/10

から 4/10 まで財政支援する」「この仕組みを活用し

て各保険者において適切に減免を実施していただき

たい」との答弁でした。

　「不足分について地方創生臨時交付金を使うことは

認められていますね」と伊藤議員が確認すると「そ

の通りです」と答えました。

　地方公共団体が住民の足の確保のために行ってい

る公共交通については、これまで赤字の 8 割が特別

交付税で補てんされていましたが、2021 年 3 月

18 日にこの省令が改悪され、補てん割合が大幅に削

減されました。ふじみ野市では 8 割から 4 割に補て

ん割合が引き下げられており、元に戻すよう求めま

した。

　国は、「財政力で補てん割合に差をつけることで平

等性を担保した」と語りました。参加者から「国が

誘導した市町村合併で役所や公共施設が遠くなり交

通不便地域が増えている。はしごを外された気がす

る」と批判の声が上がりました。

　国は「7 月中に６５歳以上のすべての国民にワク

チン接種を」と自治体にアンケートを送りつけ、８

月まで期間が必要と答えた自治体名をネットで公表

するなど急かしてきました。しかし実際は、ワクチ

ンが十分に届かず、接種会場や医療従事者の手配を

キャンセルしなければならなくなっています。

　また、９月以降のワクチンの配分が不透明で計画

が立てられませんでした。参加者はキャンセル料の

全額国負担とともに、配置計画を早め早めに自治体

に示すよう求めました。

　厚生労働省は、「会場や医療従事者のキャンセル料

についても、一般的には (全額国負担の )対象となる」

と答弁。ワクチンの提供については「４月から 11

月末までの接種体制確保等に要する一切の経費を対

象として所要見込み額の調査を行っている」「12 月

以降も同様に対応する予定」「配置数・時期を早めに

連絡する」と答えました。

埼玉の切実な要求を来年度予算に
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▶全額国の責任でワクチンを確保し、キャンセル料も国が負担を

▶国民健康保険のコロナ減免 100％の財政支援を

▶公共交通の赤字補てんの継続を


